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虐待の種類

心理的虐待
414 件身体的虐待

166 件
身体的虐待
166 件

性的虐待
10件ネグレクト

143 件

被虐待児の年齢

小学生
36.8％0～3歳未満

19.4％

中学生
12.6％

高校生等
5.6％

3歳～就学前
25.6％
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町 税 の 構 成 比

【地方交付税】標準的な行政運営のために国から交
付されるお金

【町税】町民税や固定資産税など
【町債】道路や建物などを整備するための借入金
【国・県支出金】補助金など特定の目的のため国や
県から支出されるお金

【繰越金】翌年度の財源として繰り越す決算上の剰余金
【地方消費税交付金】消費税 10％のうち 2.2％分が
地方に配分されるもの。消費税増税分（社会保障
財源化分）については、社会保障施策に使用しな
ければならないため、町では介護保険事業や児童
福祉事業などに使用しています。 

【繰入金】町の貯金（基金）を下したお金など
【諸収入】融資制度元利収入、受託業務収入など
【地方譲与税】地方揮発油税および自動車重量税か
らの譲与金

【その他】使用料および手数料、分担金および負担
金、利子割交付金、環境性能割交付金、地方特例
交付金、寄附金など

■なるほど財政用語（歳入編）

町民税
9億8,445万円

固定資産税
10億3,979万円

軽自動車税 8,997万円

市町村たばこ税
1億5,678万円

都市計画税
1億4,054万円

※そのほかに入湯税12万円があります。都市計画税と入
　湯税は目的税となっており、都市計画税は下水道事業や
　街路事業、過去の都市計画事業の起債の償還などに充て
　られています。また、入湯税は観光施設の広告などに充
　てられています。

町民１人あたり
64万2,685円

国庫支出金
44億8,450万円

（30.7％）

地方交付税地方交付税
38億8,844万円38億8,844万円
（26.7％）（26.7％）

県支出金県支出金
9億6,908万円9億6,908万円
（6.6％）（6.6％）

町債町債
6億8,901万円6億8,901万円

（（4.7％）4.7％）

町税町税
24億1,164万円24億1,164万円
（16.5％）（16.5％）

繰越金繰越金
5億7,171万円5億7,171万円（3.9％）（3.9％）

諸収入
2億 3,633 万円（1.6％）

繰入金
3億5,201万円（2.4％）

地方譲与税・その他
4億8,101万円（3.4％）

地方消費税交付金
5億394万円
（3.5％）

一般会計の歳入状況
歳入総額145億8,767万円

歳出総額歳出総額はは

※令和３年４月１日人口　22,698 人※令和３年４月１日人口　22,698 人

139億3, 036036万円万円
地方債残高の推移

（億円）

135 億1,740 万円

140

28 年度 29 年度 30 年度 令和元年度 令和２年度
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公 営 企 業 会 計
会　計　名 収　　　入 支　　　出

水道事業
収益的 5億5,128万円 4億6,370万円

資本的 2,620万円 1億8,995万円

病院事業
収益的 25億5,484万円 25億3,242万円

資本的 3億2,288万円 4億7,948万円

特　　別　　会　　計

会　計　名 歳　　　入 歳　　　出

下 水 道 事 業 7億8,454万円 7億7,633万円

農業集落排水事業 8,134万円 7,744万円

特定地域生活排水処理事業 6,799万円 6,401万円

飲料水供給事業 311万円 251万円

国民健康保険事業 26億6,325万円 25億6,039万円

介 護 保 険 事 業 27億958万円 26億2,295万円

後期高齢者医療事業 2億6,223万円 2億6,172万円

訪 問 看 護 事 業 2,588万円 2,511万円

高 畠 財 産 区 120万円 72万円

二 井 宿 財 産 区 155万円 123万円

屋 代 財 産 区 245万円 166万円

和 田 財 産 区 298万円 268万円

【民生費】子どもや老人、障がい者など福祉全般に使
うお金   

【教育費】小中学校の管理、図書館、公民館活動、生涯
学習の推進、スポーツ振興などに使うお金 

【総務費】町財産の管理、企画、税務、住民登録、選挙、
統計事務などに使うお金  

【衛生費】保健衛生やごみ処理、病院・水道会計の運営
補助に使うお金 

【公債費】建設事業などで借り入れた借金の返済金
【土木費】道路や河川整備、町営住宅や公園の管理な
どに使うお金    

【農林水産業費】農産物の生産振興や農地保全、山林
振興などに使うお金

【消防費】消防署や消防団の運営、防災資材の整備な
どに使うお金  

【商工費】商工業の振興、その他観光事業などに使う
お金  

【議会費】議員の報酬、行政調査、議会だよりなどに使
うお金 

【労働費】勤労者への貸付や保証などに使うお金
【災害復旧費】災害時にその復旧に使うお金

町民１人あたり
61万3,726円

総務費
37億5,183万円

（26.9％）

民生費民生費
35億892万円35億892万円
（25.2％）（25.2％）

教育費教育費
12億5,332万円12億5,332万円
（9.0％）（9.0％）

公債費公債費
11億1,164万円11億1,164万円
（8.0％）（8.0％）

衛生費衛生費
10億3,189万円10億3,189万円
（7.4％）（7.4％）

土木費土木費
10億3,842万円10億3,842万円
（7.5％）（7.5％）

農林水産業費
5億5,198万円
（4.0％）

消防費
5億1,101万円
（3.7％）

議会費・労働費・
災害復旧費
4億3,135万円（3.0％）

商工費
7億4,000万円
（5.3％）

一般会計の歳出状況
歳出総額139億3,036万円

■なるほど財政用語（歳出編）

▶問合せ先／町企画財政課財政係
☎（52）１７４０

令和２年度一般会計決算

139139億億3, 0363, 万円
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高畠町の健全化判断比率および資金不足比率

この比率は、町の財政状況を判断するための指標で、

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき算定しました。

■□健全化判断比率とは ? □■
▶実質赤字比率 ・・・・・一般会計等※

１を対象とした実質赤字額の標準財政規模※
２に対する比率

▶連結実質赤字比率・・・全会計（財産区除く）を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率
▶実質公債費比率・・・・一般会計等が負担する借入金償還金の標準財政規模に対する比率
▶将来負担比率・・・・・公営企業、出資法人等に係るものも含め、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債　　　
　　　　　　　　　　　　の標準財政規模に対する比率

■□高畠町の令和２年度健全化判断比率□■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

健全化判断比率 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

高畠町 － － 10.7 111.1

（早期健全化基準） （14.16） （19.16） （25.0） （350.0）

（財政再生基準） （20.0） （30.0） （35.0） -

解説 1…実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、前年度と同様、それぞれ黒字決算のため比率はありません。（健全段階）

解説 2…実質公債費比率は、前年度の 9.9％から 0.8 ポイント上昇しました。 

解説 3…将来負担比率は、前年度の 120.4 から 9.3 ポイント改善しました。

高畠町の健全化判断比率は４指標とも健全段階です
○早期健全化基準を超えた場合は「財政健全化計画」を策定・・・自主的な財政健全化

○財政再生基準を超えた場合は「財政再生計画」を策定・・・・・国等の関与による財政再生

■□資金不足比率とは ?□■
▶資金不足比率・・・公営企業会計に係る資金不足額の事業規模（営業収益・医業収益等）に対する比率

【高畠町公営企業の令和２年度資金不足比率】　　（単位：％）

公営企業会計等の名称 資金不足比率 経営健全化基準

水道事業会計 － 20.0 

病院事業会計 － 20.0 

下水道事業特別会計 － 20.0 

農業集落排水事業
特別会計 － 20.0 

特定地域生活排水
処理事業特別会計 － 20.0 

解説…今年度は対象事業全てが黒字決算のため比率はありません。（健全段階）

【用語解説】
○一 般 会 計 等 ※

１…普通会計として毎年総務省に財政状況を報告している会計で、当町の場合一般会
計と飲料水供給事業会計を合わせたもの。

○標準財政規模※
２…地方公共団体の標準的な行政運営に必要な一般財源の規模。標準税収入、普通交
付税、 地方譲与税等の合計で、R2標準財政規模は 6,695,907 千円。

▶問合せ先／町企画財政課財政係　☎（52）１７４０

８　　2021.11
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健康な町づくりを目指す「げんき高畠21」推進中健康な町づくりを目指す「げんき高畠21」推進中 げんき館からのおしらせ

 ▶診療時間／９時～15時 ☎（40）３４５６

９月の３歳６か月児健診でむし歯がなかったおともだち

いがらし みあ ちゃん えんどう たいと くん おおき ひまり ちゃん　 かねこ はづき ちゃん　

すずき あつや くん　 ほしかわ りつき くん　 むらかみ あきは ちゃん　

しまつ りさ ちゃん　

よこやま たいしん くん　

９



INFORMATION from TAKAHATA

2021.11

発生件数（増減） 死者数（増減） 負傷者数（増減）

高畠町 41（＋４） ０（±０） 50（＋１）

南陽市 77（＋28） １（－１） 98（＋40）

　　　※増減は前年同時期との比較です

令和３年１月から９月末までの交通事故発生状況

お知らせ

11月１日（月）～ 11月10日（水）

高齢者の交通事故防止
推進強化旬間
問町生活環境課生活安全係　　　☎（52）４４７１

夕暮れ時から夜間にかけ、特に高齢者が関係する
交通事故の増加が懸念されます。期間中は、各

機関・団体が連携して集中的な交通事故防止活動を展
開し、高齢者の交通事故防
止を目指します。交通ルー
ルを遵守し、交通事故を防
ぎましょう。

注　　意

交通事故多発中
問町生活環境課生活安全係　　　☎（52）４４７１

南陽警察署管内において交通事故が多発していま
す。９月には今年初の死亡事故（南陽市でミニバ

イクの女性が乗用車と衝突し死亡）も発生しました。
　管内の交通事故は追突と出合い頭が多く、全体の７
割を占めています。ドライバーのみなさんはぜひ初心
に帰り運転してください。　

【運転者】
・一時停止は必ず止まる
・横断歩道は歩行者優先
・早めのライト点灯
・前をよく見て運転に集中する
【歩行者】
・横断歩道を横断する
・道路横断時は十分安全確認、はっきりとした
　意思表示を
・夜光反射材を身に付ける

突然の事故に遭わないために、毎日気をつけて
過ごしましょう。

お知らせ

11月９日（火）～ 11月15日（月）

秋季火災予防運動週間
問高畠消防署予防係 　　　　　☎（52）１５０５

2021 年度全国統一防火標語
『 おうち時間   家族で点検   火の始末 』

これからの季節は、空気が乾燥し暖房器具を使う
機会が増え、火災が起きやすい時季を迎えます。

火の取り扱いには、十分注意しましょう。
　また、住宅火災から命を守るために住宅用火災警報
器を設置しましょう。

☆６つの対策
➊火災を防ぐために、ストーブやコンロ等は安
　　全装置の付いた機器を使用する。
➋火災の早期発見のために、住宅用火災警報器
　　を定期的に点検し、10 年を目安に交換する。
➌火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、

　　寝具や衣類、カーテンは、防炎品を使用する。
➍火災を小さいうちに消すために、消火器等を
　　設置し、使い方を確認しておく。
➎お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と
　　避難方法を常に確保し、備えておく。
➏防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、

　　地域ぐるみの防火対策を行う。

　【   住宅防火  いのちを守る  10 のポイント   】
☆４つの習慣
　①寝たばこは絶対にしない、させない。
　②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
③コンロを使用するときは火のそばを離れない。
　④コンセントはほこりを取り、不必要なプラグ
　　は抜く。
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高畠町からのおしらせ

2021.11

お知らせ

11月は子供・若者育成支援強調月間
問町社会教育課社会教育係　　　☎（52）４４８７

子ども・若者育成支援に対する理解を深め、より
一層の充実と定着を図るために、全国で各種事

業が実施されます。
　町では、学校・家庭・地域が連携し、みんなでいじ
めや非行を許さない町づくりといじめを受けて悩んで
いる子どもたちが相談しやすい環境を地域全体でつ
くっていくことが重要であると捉え、広報啓発キャン
ペーンを実施します。みなさんのご理解とご協力をお
願いします。

■町内広報啓発キャンペーン 
11 月３ 日（祝）

　11 月７ 日（日）
高畠町立図書館秋フェスタ
町内各所（大型店舗等）

催 し

東京2020 オリンピックでの障がいを持ったアス
リートの活躍が記憶に新しいところです。

　町では「障がいのある人もない人も共に生きるまち
づくり条例」を制定し、一人ひとりの人格と個性を尊
重し、多様性を認めあう町をめざしています。
　この度、町と長年交流のある立教大学の飯村先生を
お招きし、「人権と差別解消」をテーマにご講演いた
だきます。みなさんの参加お待ちしています。

◆日時／ 11 月 16 日㈫　14 時 45 分～ 16 時
◆場所／町文化ホールまほら
◆講演／「一人ひとりが幸せに生きるための権利
　　　　　　　　　～人にやさしい町をめざして～」
◆講師／立教大学准教授　飯村  史恵 氏
◆申込方法／ 11 月 12 日㈮まで電話でお申し込み

問町福祉こども課地域福祉係　　☎（52）３５６４

高畠町福祉のつどい
～立教大学交流講座～

外国出身講師から自国を紹介していただき、世界
の多様な文化について理解を深める講座です。

自宅からも参加できるハイブリッド形式（ZOOM）で開
催しますので、ぜひご参加ください。

◆日時／ 11 月 13 日㈯　14 時～ 16 時
◆場所／町総合交流プラザ
◆講師／山形大学　ベトナム人学生
　ドゥアン  ミン  ハオ氏、グエン ティ  アイン氏
◆定員／ 20 人（プラザ参加者）
◆申込方法／電話または右記ＱＲ
　コードからお申し込みください。
◆申込締切／ 11 月６日㈯

問高畠町国際交流協会（プラザ内）   ☎（52）５７０２

多文化理解講座
「世界をのぞけば…」

催 し

お知らせ

医療費のお知らせを発行します
問町町民課医療給付係    　　　　☎（52）１３２７
県後期高齢者医療広域連合　    ☎0237（84）7100

広域連合では、後期高齢者医療の被保険者に、治
療等にかかった医療費について確認していただ

き、健康保険事業の健全な運営を図るために、「医療
費のお知らせ」を発行しています。
　このお知らせは確定申告の際に使用可能ですが、医
療機関等の請求遅れにより掲載されていない分や令和
３年 11 月・12 月受診分（来年度発行分に掲載予定）
については、別途「医療費控除の明細書」の記入が必
要です。医療機関等から交付される領収書はなくさず
に保管してください。

◆対象者／山形県後期高齢者医療広域連合の被保険者
◆発行時期／令和４年１月下旬
◆掲載内容／令和２年 11 月から令和３年 10 月まで
　に受診した医療機関等の診療年月・医療費総額等

後期高齢者医療加入者
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こんなときは健康保険が使えます
■骨折、脱臼、打撲およびねんざ（いわゆる肉離れを
含む）の施術を受けた場合。
　なお、骨折・脱臼については、応急処置を除き、医
師の同意が必要です。
■骨・筋肉・関節の怪我や痛みで、その負傷原因がはっ
きりしているとき。

【主な負傷例】
日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首

を捻ったりして急に痛みがでたとき。

健康保険が使えないとき
■単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の
対象となりません。このような症状で施術を受けた
場合は、全額自己負担になります。

治療を受ける時の注意
　療養費は、本来患者が費用の全額を払った後、自ら
保険者へ請求し支給を受ける「償還払い」が原則で
す。しかし柔道整復については、例外的な取り扱いと
して、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道
整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求す
る「受領委任」という方法が認められています。この
ため、多くの整骨院・接骨院の窓口では、病院・診療
所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払う
ことで、施術を受けることができます。
　柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、
施術を受けるときには、必要書類に患者のサインをい
ただくことが必要になります。

お知らせ

整骨院・接骨院の施術を受けられる人へ
問町町民課医療給付係 　　　　☎（52）１３２７

ここをチェック！
□医療費はどれくらい？
お知らせに記載されている金額は、医療機関等の窓

口で支払った自己負担分だけではなく、国保で負担し
た分を含めた総額（10割分）です。実際にどれくらい
の医療費がかかっているのかがわかります。

こんなことがわかります！
　家族（国保加入者）の誰が、いつ、どこの医療機関等
でどれくらい受診したかがわかります。

　高畠町国民健康保険では、はがき形式で「医療費の
お知らせ」をお送りしています。
　このお知らせは、国民健康保険被保険者のみなさん
へ医療機関等を受診した医療費の総額をお知らせする
ことによって、健康に関心をお持ちいただくととも
に、医療費に対するコスト意識の向上や、医療機関等
からの請求内容に誤りがないかを確認していただくた
めのものです。
お知らせの送付を希望しない人は、町民課までご連
絡ください。

お知らせ

国民健康保険医療費の
お知らせ
問町町民課医療給付係 　　　　☎（52）１３２７

□医療機関は何か所？
診療を受けた医療機関等が一覧でわかるので、複数
の医療機関等をかけもち（重複受診）していないかどう
かなどを確認することができます。受診状況などを確
認し、自分の健康管理に役立てましょう。
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高畠町からのおしらせ

　　2021.1113

給付金を受け取るためには申請が必要です
申請期限は令和 4年 2月 28日
問町福祉こども課こども若者支援係　☎（52）２８６４

お知らせ

※１　公的年金等…遺族年金、障害年金、老齢年金、

　　　　　　　　　労災年金、遺族補償など

低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）

◆支給対象者／①②いずれかに当てはまる人
①児童扶養手当全額停止の人、所得制限により児童扶
養手当を申請していない人で新型コロナウイルス感
染症の影響により家計が急変するなど、収入が児童
扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人

②公的年金等※１を受給していることにより、令和３
年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない人

◆児童１人当たり支給額／国給付金　一律５万円

※児童扶養手当を受給している人には、既に給付金が
支給されています。
※申請方法やご自身が支給対象者かどうかについては
お問い合わせください。

お知らせ

集団資源回収の奨励金交
付手続きはお済みですか
問町生活環境課環境係　　　　　☎（52）１２１５

町では、リサイクルとゴミ減量を進めるため、集
団資源回収を年２回以上行った自治会に奨励金

を交付しています。今年度も新型コロナウイルス感染
症の影響を踏まえ、年１回実施の自治会に対しても奨
励金を交付します。手続きがお済みでない場合は、町
生活環境課へ下記書類を提出してください。
◆提出書類／
　①集団資源回収事業実施計画書
　②集団資源回収報告書
　③ゴミ減量運動実施奨励金交付申請書
◆申請締切／ 12 月１日 ㈬

◆支給対象者／①②の両方に当てはまる人
①平成 15 年４月２日から令和４年２月 28 日に生
まれた児童を養育する父母等。
※特別児童扶養手当の対象となっている児童の場合
は、平成 13 年４月２日生まれから

②令和３年度住民税（均等割）が非課税の人、または、
令和３年１月１日以降の収入が急変し、住民税均
等割が非課税相当の収入となった人

◆児童１人当たり支給額
　国給付金　一律５万円
　町応援金　ひとり親世帯以外　１万円
　　　　　　ひとり親世帯　　　２万円

次の人は申請が必要です
令和３年度住民税（均等割）が非課税の人のうち
・16 ～ 18 歳（平成 15 年４月２日から令和４年２
月 28 日生まれ）の児童以外に養育する対象児
童がいない人

・公務員
・ひとり親世帯の給付金を受給したが、町独自の
応援金の申請をしていない人

・令和３年４月以降に子が生まれた人

令和３年度住民税（均等割）が課税の人のうち
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和
３年１月１日以降の収入が急変し、住民税（均等
割）が非課税相当の収入となった人（家計急変）

※「子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）」を受給している人、すでに他の市町村で本給付金
　を受給している場合や他の申請者名義で受給している場合、同じ対象児童への支給はできません。

高畠町低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金・高畠町低所得子育て世帯生活応援金

詳しくは、町ホームページをご覧ください。
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　　検温・消毒・マスクの着用にご協力

　ください。

地　区 開催日 時　間 場　所

高　畠 11 月 26 日（金）

19時～
 20時30分

町総合交流プラザ

二井宿 11 月 22 日（月） 二 井 宿 小 体 育 館

屋　代 11 月 15 日（月） 屋 代 地 区 公 民 館

亀　岡 11 月 24 日（水） 亀 岡 地 区 公 民 館

和　田 11 月 25 日（木） 和 田 地 区 公 民 館

糠野目 11 月 16 日（火） 糠野目生涯学習館

お知らせ

あなたのご意見、お聞かせください「まちづくりトーク」
問町企画財政課広聴広報係　☎（52）４４７６

まちづくりトークとは、町長が町内の
地域へ出向き、「町長」と「地域のみな

さん」とが直接語り合う対話型の集会です。
　地域のみなさんと町長が直接対話するこ
とで、地域のみなさんの声を町政に活かす
とともに、地域のみなさんとの協働による
まちづくりを推進することを目的としてい
ます。

お知らせ

2022 年版『やまがた
県民手帳』好評発売中！
問町総務課情報統計係　　　　　☎（52）１７３４

みなさんの身近な資料として、この一冊で “ やま
がた ” がわかる！「やまがた県民手帳」が発行

されました。購入希望の人は、お早めにお買い求めく
ださい。書店・コンビニ等でも購入できます。

❖価　　格／ 1 冊　６００円（税込）
❖取扱場所／町総務課
❖取扱期間／ 12 月 24 日 ㈮ まで

お知らせ

11 月 30日㈫は各種
町税の納付期限です
問町税務課収納管理係　　　　　☎（52）２０５４

納付書で納められる人は 11 月 30 日㈫まで最寄り
の金融機関やコンビニ等で納付してください。

口座振替の人は同日に引き落としとなりますので、残
高のご確認をお願いします。また、スマートフォン決
済アプリによる納付も可能です。詳しくは町ホーム
ページをご覧ください。

　　　　　◎固定資産税・都市計画税：４期
　　　　　◎国民健康保険税：５期
　　　　　◎介護保険料：５期
　　　　　◎後期高齢者医療保険料：５期

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の
適用期間が延長になりました。詳細はお問い合

わせください。
◆対象／国民健康保険または後期高齢者医療の加入者
◆適用期間／令和２年１月１日㈬～令和３年12月31日㈮
　（入院が継続する場合等は最長１年６月まで）

お知らせ

傷病手当金適用期間を
延長します
問町町民課医療給付係　　　   　☎（52）１３２７

お知らせ

アスパラガス栽培はじめませんか
問町農林振興課生産振興係　　　☎（52）２０８６

栽培経験のある人はもちろん、経験がない人でも
安心して取り組めるように栽培場所の確認から

技術的指導までサポートします。アスパラガス栽培で
農業所得向上を目指しませんか？随時相談を受け付け
ていますので、興味のある人はお気軽にお問い合わせ
ください。
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